
●地区の設定方法
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※地区Ａ②と地区Ｂの距離が１㎞未満で、一体と
して扱った場合に支障が無い場合は、市町村
を跨いで１つの地区として扱うことも可

○現在の積算方法
・発注者で点在箇所の範囲をひとくくりとして扱い、間接工事費（共通仮設費・現場管理費）を算定する。
○平成２６年９月１日以降起案する工事の積算
適正な予定価格の算定および不調不落後の対策として、次の算定方法を実施するものとする。なお、施工箇所毎に発注することを妨げるものではない。
・原則市町村単位で地区を設定する。
・点在する施工箇所を、地形・道路の接続状況等を勘案し直径１㎞の円でくくる。
・その円の外側に点在する施工箇所は別の円でくくり、別地区の扱いとする。
・地区毎（円毎）に間接工事費を算定する。
・円が複数設定できるような場合は、合理的に設定する。
・不調不落工事の施工箇所を変更で追加する場合は別地区として扱う。
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・緑の円も描ける
・合理的な円を
設定する

１㎞

１㎞ 施工箇所(ホ)

施工箇所(ハ) １㎞

施工箇所(ヲ)

地区A②

地区A③

施工箇所(ト)

凡例

市町村界

地 区

不調不落工事の施工箇所を変
更で追加する場合は別地区とし
て扱う
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別紙１

※災害復旧工事の場合は、
査定番号単位を施工箇所
とし、複数地区に分けない。
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